
再評価結果（平成２４年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：三浦真紀

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道７号 秋田南バイパス 一般国道 東北地方整備局

あきたみなみ

区分 主体

自：秋田県市秋田市新屋愛宕町
あらや あたごまち

起終点 延長 ２．２ｋｍ
至：秋田県秋田市新屋三ツ小屋

あらや みつごや

事業概要

一般国道７号は、新潟県新潟市を起点とし、青森県青森市に至る延長約534㎞の一般国道である。
にいがた にいがた あおもり あおもり

秋田南バイパスは、国道７号の交通混雑の緩和、事故の減少を図るとともに、重要港湾である秋田港へ
あきたみなみ

のアクセス向上や地域間交流・連携の活性化を図ることを目的としている。

Ｈ２０年度事業化 Ｓ５０年度都市計画決定 Ｓ５５年度用地着手 Ｓ５６年度工事着手
全体事業費 ４０億円 事業進捗率 ２５％ 供用済延長 ０．０km
計画交通量 ２２，６００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体)３．１ ３５億円／ ４５億円 １３９億円／ １３９億円
分析結果 事 業 費 ： ２６億円／ ３６億円 走行時間短縮便益：１３３億円／ １３３億円 平成２３年

(残 事 業)３．９ 維持管理費 ： ９億円／ ９億円 走行経費減少便益： ２億円／ ２億円
交通事故減少便益： ４億円／ ４億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=2.7～3.3(交通量 ±10%)【残事業】B/C=3.4～4.2(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=2.9～3.3(事業費 ±10%) B/C=3.7～4.2(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=3.0～3.2(事業期間 ±20%) B/C=3.8～4.1(事業期間 ±20%)

事業の効果等
・円滑なモビリティの確保

（現道等の年間渋滞損失時間および削減率）
・物流効率化の支援

（重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる）
・国土･地域ネットワークの構築

（隣接した日常生活圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成） 他６項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○秋田県知事の意見

継続に異議ありません。一層の事業推進をお願いします。
○以下の団体等から、秋田南バイパスの整備促進について要望あり
・秋田県議会建設交通委員会
・秋田県建設交通部長

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率２５％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。
・秋田南バイパス（事業区間L=2.2km）について、平成27年度の供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等
・工期短縮に効果的で経済的なプレキャスト長尺製品を使用し、コスト縮減を図る。
・今後の施工に際して、さらなるコスト縮減を図る。



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
秋田市新屋地区における国道７号の交通混雑の解消や安全性の向上、バイパス機能の確保等、早期整備

の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。


